
異動後の未徴収税額の徴収方法

受給者番号
納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

番号を記入 必要 不要

8.その他の
理由を右欄
へ記入

※事業主及び従業員の希望のみによる
普通徴収への切替はできません。

（翌月10日納期限）から徴収し、納入するよう連絡済みです。
※新しい勤務先へ月割額をお伝えください。

新しい勤務先へは、

月割額 を 月分
円

円徴収予定額
（（ウ）と同額）を
右欄に記入

月分（翌月10日納期限）で納入します。
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